
男鹿総合観光案内所・利用料 
施設の種類 利 用 料 金 の 上 限 
軽食コーナー 年間 600千円（１ｶ月 50,000円とする） 

但し、共益費（水道光熱費）は別とする。 
市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

１ ㎡ に つ き 300 円
（１㎡未満切上げ） 

展示即売の場合 

上記以外の者 1 ㎡ に つ き 500 円
（１㎡未満切上げ） 

市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

1 ㎡ に つ き 100 円
（１㎡未満切上げ） 

ホール 

展示のみの場合 

上記以外の者 1 ㎡ に つ き 200 円
（１㎡未満切上げ） 

市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

１ ㎡ に つ き 200 円
（１㎡未満切上げ） 

物品の販売の場
合 

上記以外の者 1 ㎡ に つ き 300 円
（１㎡未満切上げ） 

市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

1 ㎡ に つ き 100 円
（１㎡未満切上げ） 

露店スペース 

物品の販売を有
しないイベント
等の場合 

上記以外の者 1 ㎡ に つ き 200 円
（１㎡未満切上げ） 

市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

2,000円とする。 
 

展示即売の場合 

上記以外の者 3,000円とする。 
市内に住所を有する個人若
しくは団体又は市内に事業
所を有する法人 

1日当たり１,000円 

展示・休憩室 

展示のみの場合 

上記以外の者 1日当たり２,000円 
広告看板 3,600ｍｍ×800ｍｍ 年間 60,000円とする。 
割増料金 
 

１ 利用時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合の 1 時間当たりの
割増料金は、上記各欄の料金を営業時間で除した 1 時間当たりの金額
に 100分の 30を乗じて得た額とする。 
２ 持込機器を使用する場合の料金は、1ｋＷ当たり 100 円に利用時間
数を乗じて得た額とする。 

そ の 他 ※積算根拠として、利用料は１日あたりとする。 
※利用料は、4/29～5/6 日・7/28～8/19 の期間と土・日・祝を繁忙期と
し上記料金表に照らしあわせ利用料を徴収し、それ以外の平日は利
用料を半額とする。 

備考 
１ 「1日当たり」とは、第 7条に規定する営業時間をいう。 
２ 利用料金の算定に当たって、当該利用料金に 10 円に満たない端数が生じたときは、
当該端数金額を切り捨てる。 

３ 利用料金には、消費税（地方消費税を含む。）を含む。 
４ 露店スペースでのテントの貸し出し料含む。但し、貸し出しの如何を問わず利用料は

同額とする。 


